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教職員の新型コロナワクチン接種の促進に向けて（通知） 

 

 日頃、新型コロナウイルス感染症防止対策について、適切かつ迅速な対応をいただいて

いることに感謝申し上げます。 

 教職員への新型コロナワクチン接種につきましては、令和３年７月２６日付け教福第２

５２－２号「教職員への新型コロナワクチン優先接種について（通知）」、令和３年８月１

１日付け教福第２９１－２号「教職員への新型コロナワクチン接種について（通知）」にて

通知させていただいたところです。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の感染状況は依然として厳しく、医療体制の逼迫など

危機的な状況が続いています。また、市町村立小・中学校においても、児童生徒及び教職

員に多数の陽性者が確認され、臨時休業となる例も発生しております。 

 こうした中、児童生徒に対し、感染防止を徹底した上で教育活動を継続していくために

は、希望する教職員のワクチン接種を可能な限り早期に完了する必要があります。 

 つきましては、各小・中学校において、教職員に対してワクチンへの正しい理解を促進

するとともに、希望する教職員が速やかに接種を受けることができるよう、校内の体制づ

くりについて御配意をお願いします。 

 

 

                  

 

 
【ワクチン接種に関すること】 
  担 当 福利課 健康づくり・メンタルヘルス担当 
  電 話 ０４８－８３０－６９７１ 
 
【教職員の服務に関すること】 
  担 当 小中学校人事課 学事・働き方改革担当 
  電 話 ０４８－８３０－６９３７ 
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